
1

Ｇ会場

第１８回 秋田県教育研究発表会資料

田沢湖町における

スクールカウンセラー活用実践

平成１６年２月１２日

田沢湖町立 神代中学校
スクールカウンセラー 浅沼知一



2

１．はじめに～文部科学省のスクールカウンセラーについて
スクールカウンセラーは、学校のカウンセリング機能等の充実を図る目的で、平成７年

度より「スクールカウンセラー活用調査研究委託事業」として、全国の公立学校に派遣さ

れるようになった。

好評につき配置校数は年々増加（図１）し、平成１３年度からは「スクールカウンセラー

活用補助事業」と改められ、正規の継続事業として平成１７年度までに１万校（３学級以

上の公立中学校）配置を目標に、ますますの拡大が見込まれている。

図１．スクールカウンセラー配置校数の推移

配置校数

年度 全国 秋田県

Ｈ７ １５４ ３

Ｈ８ ５５３ １０

Ｈ９ １，０６５ １１

Ｈ１０ １，６６１ １６

Ｈ１１ ２，０１５ １３

Ｈ１２ ２，２５０ ２３

Ｈ１３ ４，４０６ ２５

Ｈ１４ ５，５００ ３７

Ｈ１５ ７，０００ ５６

※拠点校方式・巡回方式で、

複数校が対象になっている

場合も、それぞれカウントし

ている。

スクールカウンセラーは、学校長等の指揮監督の下に、概ね以下の職務を行う。

①児童生徒へのカウンセリング

②カウンセリング等に関する教職員及び保護者に対する助言・援助。

③児童生徒のカウンセリング等に関する情報収集・提供

④その他児童生徒のカウンセリング等に関し各学校において適当と認められるもの。

スクールカウンセラーは非常勤職員である。活動時間は 「年３５週」「週２回」「 １回あた

り４時間」が標準とされ、「年間２８０時間」と定められている。

スクールカウンセラーの配置方式は、下記の３つがある。

Ａ．単独校方式（スクールカウンセラーを１校に配置し、当該学校のみ対象）

Ｂ．拠点校方式（中学校区程度の地域を単位とし、その域内にある学校の中の１校を拠

点校としてスクールカウンセラーを配置し、域内の他の学校も対象とする方式）

Ｃ．巡回方式（スクールカウンセラーの配置校を特定せず、あらか じめ決めておく対象校

をスクールカウンセラーが巡回する方式）

スクールカウンセラーは都道府県教育委員会が、児童生徒の心理臨床に関して高度

に専門的な知識・経験を有する者を選考する。その具体的な資格基準は、以下の通り。

ａ．臨床心理士（財団法人日本臨床心理士資格認定協会の認定を受けた者）

ｂ．精神科医

ｃ．大学教授（心理学者）など
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２．研究の背景～田沢湖町スクールカウンセラー活動の経緯
田沢湖町でのスクールカウンセラー活動は、平成１２年度から開始された。

この年は文部科学省の事業として県の指定を受け、 ３名のスクールカウンセラーによ

って通常の（前述のような ）活動が行われたが、単年で指定から外れたことより、平成１３

・ １４年度の２年間は町の単独事業として、文部科学省（県）事業と同規模で継続される

こととなった。

秋田県では、スクールカウンセラーに任じられる有資格者の臨床心理士が絶対的に

不足している。数少ない臨床心理士は、文部科学省（県）の事業に優先的に配置される

為、自治体単独事業に移行した平成１３年度は、スクールカウンセラーの出務時間確保

が困難になった。

田沢湖町ではその解決を、スクールカウンセラーの増員に求めた。つまり、文部科学

省事業の指定校を兼務することになって、従来より出務回数・時間が減少した分を、新

たなスクールカウンセラーを増員して埋め合わせようとしたのである。

単独事業であるので、 「有資格者の臨床心理士」とい う文部科学省の規定にはとらわ

れず、臨床心理士に限らず「児童生徒の心理」に知識・経験を有する人材を求め、平成

１３年度は４名、平成１４年度は５名の「町のスクールカウンセ ラー」が携わることとなっ

た。

平成１５年度は再び県の指定を受けるようになったが 、単独事業としての面も残され、

時間にして約２倍の活動ができるようになっている。

これにより、文部科学省（県）派遣スクールカウンセラーの３名、町委嘱スクールカウン

セラーの２名が混在配置されるこ とになったが、その両者の間に実際の活動上の差はな

い。また、文部科学省（県）派遣の ３名も同時に町委嘱スクールカウンセラーの身分を有

するこ とで 、地域のニーズに沿った独自の活動も出来る構造になっている。更には年度

途中で所定時間の２８０時間を超えた場合でも、活動を継続できるとい うメリット もある。

田沢湖町のスクールカウンセラー活動は、この ような複雑な経過をたどってきた結果、

通常のスクールカウンセラー活動とは異なる特徴的な実践が行われるようになり、大きな

成果をあげている。

本研究ではその独自性を、「地域」と 「チーム」という視点から考察したい。

図２．田沢湖町スクールカウンセラー事業の変遷 活動時間とＳＣ人数・内訳

平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度

(文科省事業) (町単独事業) (町単独事業) (文科省事業＋町単独事業)

年間２８０時間 年間２８０時間 年間２８０時間 年間（約）５６０時間

ＳＣ ３名 ＳＣ ４名 ＳＣ ５名 ＳＣ ５名

・臨床心理士 男性 ・臨床心理士 女性 ・臨床心理士 男性 ・臨床心理士 男性 (ｽｰﾊﾟｰｳﾞｧｲｻﾞｰ)

・臨床心理士 女性 ・臨床心理士 女性 ・臨床心理士 女性 ・臨床心理士 男性 (ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ)

・臨床心理士 男性 ・臨床心理士 男性 ・臨床心理士 男性 ・臨床心理士 女性 (神代地区担当)

・児童相談所非常勤 ・病院相談員 女性 ・病院相談員 女性 (生保内地区担当)

職員 女性 ・適応指導教室指導 ・適応指導教室指導員 女性 (ＳＧＥ担当)

員 女性
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３．「地域」のスクールカウンセラー
平成１３年に町の単独事業に変更されたことより、従来の枠組み（＝文部科学省モデ

ル）にとらわれず、柔軟に、かつ地域のニーズに応じられる活動を目指すこ とになった。

その第一歩として、町教育委員会とスクールカウンセ ラーとが活発に意見交換を行

い、連携を密にとるよ うになった。他の （文部科学省の ）スクールカウンセラー活動にお

いても、自治体教育委員会との連携は行われているが 、田沢湖町のそれは質・量ともに

格段の違いがある。

町教育委員会からの手厚い後方支援が 、前線で教育相談活動に取り組むスクールカ

ウンセラーと教職員の支えになっている。

地域のニーズに応える為の最初の試みは、利用対象の拡大であった。

平成１２年度に指定を受けた際は、拠点校方式 中学校に活動の拠点を置くが、－

その学区の小学校も対象にする であり、スクールカウンセラーの利用は神代中学校－

と神代小学校の児童生徒・保護者・教職員に限られていた。

しかし、自治体単独事業として再スタートを切り、スクールカウンセラーは「町全体のカ

ウンセラー」として位置付けられることになる。それを具体化する実践は、以下のような３

ステップで進められた。

ステップ１～対象を町内の全小中学校に拡大。

拠点は従来通り神代中におくが、町内の他校（神代小・生保内小・生保内中・田沢小

・田沢中）の関係者も 、カウンセリングを利用できるよ うに改め 、町の広報誌で案内する

等ＰＲに努めた。また、「スクールカウンセラー便り」を町内全校の児童生徒に配布した

り、スクールカウンセラーが積極的に他校を訪問する機会を持つように もした。 これによ

り、拠点校以外からの相談数が増加し、今年度からは生保内中への定期出務も開始さ

れている。

全校を対象にしたこ とで、利用者が相談場所を選べる というメリット も生じている。例....
えば不登校のケースでは、児童生徒も保護者も在籍校での相談には抵抗を示す場合が

多いが、中学生なら小学校を、小学生なら中学校を相談場所にすることで、利用が可能

になることも多い。更に抵抗が強い場合、学区外の学校を相談場所にすることも可能で

あり、利用者の事情や要望に応じての柔軟な対応を行えるようになっている。

ステップ２～対象を学校関係者以外にまで拡大。

スクールカウンセ リングが通常のカウンセリング活動と異なる点の １つは、対象にする

のは個人ではなく、「学校コミュニティ」全体である という考え方がある。これに沿って、....
通常のスクールカウンセ リングでは、児童生徒・保護者・教職員などの学校関係者と関

わりながらも、常に「学校コミュニティ」全体へのアプローチが行われている。

しかし 、児童生徒が属するのは学校だけではない 。学校を含めた地域コミュニティが、

地域の子供を育むとい う機能を見過ごすことは出来ないだろう。近年、特に都市部にお

いては、地域の繋がりが希薄になっているが、田沢湖町では比較的地域コミュニティ とし

ての機能が残存しており、 これに働きかけるこ とも児童生徒の健全育成には必要と考え

られるようになった。

前述のように 、「町全体のカウンセラー」として位置付けられていたことが、地域の保健

師や民生委員等をはじめとした保健・福祉の専門職からの要請を受け易くし、学校関係

者以外の町民への心理的な支援活動も行われるようになった。具体的には、個別カウン

セリング、「心の健康」に関する講演、地域保健福祉連絡会議への参加、一般町民を対

象とした電話相談の実施、老人保健施設職員への研修活動などである。
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これらにより、 （僅かかもしれないが ）地域全体の メンタルヘルスが改善し、そ れが地

域としての養育力向上にも役だったのではないか？

また、学校関係者以外にも関与することは 、スクールカウンセラーを地域に周知し、間

接的にだがスクールカウンセラーの利用を促進する結果にもつながったと考えられる。

更に、保健師・民生委員など地域の専門職と協働したことは、本来の対象である児童

生徒の相談において、その家族への福祉・保健的な支援が必要と判断された場合に、

有効活用できる社会資源のネットワークを形成する契機となった。

※まだ確立されたものではないが 、神代中学校では今年度、従来のＰＴＡを発展させ

た概念として「ＣＴＡ」 （＝ ‐ ）が提唱された。その試みCommunity Teacher Associaion
として、保護者・教職員・地域有識者が会し、学校・生徒の将来像を話し合う討論会

が開催されている。スクールカウンセラーは、地域有識者の一員として参加してい

る。

ステップ３～対象を近隣町村にまで拡大。

来年度の町村合併を見据え、昨年度から近隣の町村、特にスクールカウンセラーの

配置されていない西木村からの利用にも積極的に応じている。

スクールカウンセラーの利用という限定された交流であるが、受け入れる側の田沢湖

町の学校と訪れる側の西木村の学校との間で、確実に親近感が増しているようにも感じ

られる。

来年度には同じ自治体の学校になるのだが 、その準備段階の交流のひとつに、スク

ールカウンセラーの相談活動も位置付けられている。

図３．スクールカウンセラーと各学校・地域との関係（概念図）

※実線はカウンセリング活動の流れを、破線は連絡・調整・連携の流れを表している。

 

神代中 

ｽｸｰﾙ 
ｶｳﾝｾﾗｰ 

神代小 

生保内中 

ＳＣ 

生保内小 

田沢中 

田沢小 

地域 
近隣町村 

教 育 委 員 会 
地域社会資 
源・専門職 



6

４．「チーム」としてのスクールカウンセラー
文部科学省モデルでは、１校（拠点校方式を含む）につき１人のスクールカウンセラー

が派遣され、年間２８０時間活動することが原則とされていた。

しかし、秋田県では事業の初期から複数配置を基本としてきた。（図４参照）

その主たる理由は、①相談活動ではカウンセラーとクラ イエン トの 「相性」が重要なの

で、利用者がスクールカウンセラーを選択する幅を広げる。 ②スクールカウンセラー同

士で事例検討や相互サポートをし合えることで、支援の質を高め、「抱え込み」や「バー

ンアウト 」を防ぐ。 である。

図４．平成１５年度 １派遣先あたりのスクールカウンセラー数の割合（秋田県）

配置人数 派遣先数

１人 １０ヶ所 ３６％

２人 １６ヶ所 ５７％

３人 ２ヶ所 ７％

※単独方法式と拠点校方式があるの

で 、「学校数」ではなく「派遣先数」

で表した。

※文 部科学省 （県）事業 のみ を対 象と

している。

※「３人配置」のうち、１ヶ所は神代中学

校。

複数配置とはいえ、大部分が１校につき２人程度の配置であり、自ずと「選択の幅」も

「相互サポート 」も限られている。

また、スクールカウンセラー間の役割分担も 、多くの場合ケース（利用者）ご とに担当

を定める程度であり、チームとしての機能を十分に発揮しているとは言い難い。

前述のように田沢湖町では、自治体単独事業に移行した平成１３・１４年度は、出務時

間確保が困難になり、スクールカウンセラーの増員によって対応した。

スクールカウンセラーが４人、あるいは５人の集団となると、意思疎通や情報伝達が困

難になる。また、臨床心理士以外の、比較的経験の浅いスクールカウンセラーを加えた

ことで、報告・連絡・相談・指導をスクールカウンセラー間で行う必要も生じた。

このような問題を解決しようと、スクールカウンセラー相互の連携・情報の共有に努め

た結果、スクールカウンセラー集団は自然に「チーム」としての性格を帯びていった。

上記を認識した平成１５年は、更に「チーム」としての力を活かせるよう、個々のスクー

ルカウンセラーの適性に応じて、担当や機能の明確化を試みた。（図５参照）

これにより、 スクー ルカウンセラーに求められる様々な要請に対し、それを専門とす

る、あるいは得意分野とする者が応じるという流れが出来た。それは同時に、より質の高

いサービスを提供できるよ うになったことでもある。

なお、担当や機能・役割は固定的なものではない。状況に応じて柔軟にシフトし、常

に相互サポートを行って、特定の者に過剰な負担がかからないよう配慮している。

また、特別なニーズがない時は各自通常の相談業務を行っているが、５人のスクール

カウンセラーは性別・年齢・専門領域などが異なっていることから、利用者の「選択の幅」

を広げる結果にもなっている。（図５参照）

１人

36%

２人

57%

３人

7%
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図５．各スクールカウンセラーの特徴と担当・機能

カウンセラーＡ カウンセラーＢ カウンセラーＣ カウンセラーＤ カウンセラーＥ

４０代 男性 ３０代 男性 ４０代 女性 ２０代 女性 ２０代 女性

大学教員 精神科病院 大学相談室 総合病院 適応指導教室

(元 ･児相職員 ) 心理士 研修員 相談員 指導員

福祉領域 医療領域 教育領域 医療領域 教育領域

月 ８時間出務 月 ８時間出務 月２０時間出務 月 ８時間出務 月 １６時間出務

ｽｰﾊﾟｰｳﾞｧ ｲｻ ﾞｰ ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 神代担当者 生保内担当者 集団指導担当者

他ＳＣへの指導 学校･ＳＣ間の 神代地区と 生 保 内 地 区 と 構成的ｸﾞﾙｰﾌﾟｴﾝ

講演 ･職員研修 連絡調整 連携した活動 連携した活動 ｶｳﾝﾀｰ実施･指導

「チーム ・スクールカウンセラー」の最大のメ リットは 、困難なケースに協働して取り組

める点である。通常のスクールカウンセラー活動においても教師集団と「チーム」を形成

し協働するが、それとはやや性質が異なるだろう。

田沢湖町でも当然、教師集団と連携するので、 「スクールカウンセラーチーム 」と 「教

師チーム」の２種の小グループ（時には、地域の援助職チームを加えた３種）が包括的

に大グループを形成し、総合的・多面的に支援を行っていると考えられる。

図．６ チーム形態の違いによる、問題への対処（左は通常の ＳＣ型。右は田沢湖型）

【事例～不登校生徒に対する支援】

（省略）

 

教師チーム 
 
 →
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題 

ＳＣチーム 地 域援 助

職チーム 

 

ＳＣ 

 
教師チーム 
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教師＋ＳＣチーム 
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図７．事例の「支援と連絡・調整・連携」の流れ概念図

５．結果と考察
相談活動の本質的な結果・成果は、数字では把握できない 。しかし、相談件数や利

用者数は、その活用度を示す指標として参考にできるだろう。

以下の数値からは、時間を経過するごとに利用率が高まっている傾向が認められる。

図８．利用者数の年度間比較

神代中 町内他校 その他

Ｈ１３ １６７ ５４ ０

Ｈ１４ １６４ １１９ ２８

Ｈ１５ ２２１ １４０ ９５

※数字は、４月か ら１２月末までの利用者

数である（＝年間の合計ではない）。

※個 別面接（複数名の同席を含む）の人

数だけをカウン トした 。研 修会や ＳＧＥ

の集団指導などは除外している。

次のデータは、平成１５年度の 「利用者種別」の統計である。比較として、スクールカ

ウンセラーの活用に熱心な、郡部の中規模校（単独校方式）のデータも併記する。
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図９．利用者種別の学校間比較

平成１５年( ～ 月 ) 田沢湖町 平成Ｙ年 ( ～ 月) Ｘ中学校4 12 4 12

生徒 １７３人 生徒 １２７人

教職員 ２０２人 教職員 ５１人

保護者 ６８人 保護者 ３人

その他 １３人 その他 ６人

右のグラフに較べると、左（田沢湖町）は利用者種別で偏りがなく、バランスの良さが

感じられる。

この結果からは、スクールカウンセラーと地域との密接な繋がりが、普段は学校に居な

い「保護者」からの利用を促し、各スクールカウンセ ラーの「チーム 」機能が教職員のニ

ーズに応え、活用が進んだことを示していると考えられる。

６．まとめ
いままでの調査研究を通じて、スクールカウンセラー活動の効果を上げて行くには、

「外部性」と「専門性」が必要であることが確認されている。

児童生徒等が気兼ねなく相談できるためには、学校の教員以外の者である「外部性」

が必要であり、教職員・保護者に助言・援助を行うには、臨床心理に関して高度の「専

門性」が求められるからである。

本研究の第１のポイン トである 「地域」は、スクールカウンセラーを「教員ではないが、

ヨソ者でもない」、つまり「学校の外部、地域の内部」に位置付ける試みであった。

成績評価や日常生活をともにする教員には、児童生徒・保護者に とって相談し難い

場合もあるが、外部者とはいえ「良く分からない遠い存在」では、期待や信頼を持てず、

相談に向かえないかもしれない。

その意味で、スクールカウンセラーを「地域」に位置付けるのは、相談活動の充実・活

性化に役立つと考えられる。

第２のポイントである「チーム 」は、スクールカウンセラー個々の特性を活かし、 さらに

はその組合せの相乗効果によって援助の質＝「心理臨床に関しての専門性」を高める

試みであった。

学校における相談活動に要する知識や能力は、当然全てのスクールカウンセラーが

生徒

38%

教職員

44%

保護者

15%

その他

3%

生徒
68%

教職員

27%

保護者

2%

その他

3%
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共有していなければならないが、その上積みである高度の専門性となると、長期に渡る

研修と豊富な臨床経験がなくては身に付かない。

それを補い、効果的で多面的な支援を可能にする方法の１つに、専門領域の異なる

複数名のスクールカウンセラーが 「チーム 」として機能し、互いの不足をカバーし、得意

な（有効な）部分を活かすサポートシステムがあるのではないか？

部外者であるスクールカウンセラーを受け入れることは 、ある面学校の負担となる。た

った１人のスクールカウンセラーが派遣されることでも、阿吽の呼吸で動いていた学校の

システムは変容させられる。

１人でさえそうなのだから 、５人ものスクールカウンセラーを擁す田沢湖町の学校、特

に拠点校となる神代中学校の負担は、過大なものであった。実際、学校とスクールカウ

ンセラー間のコミュニケーションが不十分で 、両 者間に葛 藤が生じたこ とも少 なくはな

い。

しか し、その度に「教職員集団内」 「スクールカウンセラー集団内」及び両集団間で、

話し合いの機会を多く持ち、意思の疎通につとめ、問題の解決をしていった。

その苦労が結果的に両集団を 、機能的な「教職員チーム」 「スクールカウンセラーチ

ーム」に成長させていった という面も、見過ごすことはできない。....

今後、スクールカウンセラー派遣校の増加が見込まれるが、本県の臨床心理士数は

それに見合うだけの伸びを示すか、不明である。現状では、複数配置どころか、新規校

に１人を派遣することすら困難な場合もある。

また、田沢湖町のように教育を重視する伝統・文化が根付いていない地域では、自治

体の財源や住民の理解の問題もあり、「地域」 「チーム 」を核とするスクールカウンセラー

活動は画餅となるだろう。

本研究は、奇跡的に恵まれた条件下でのスクールカウンセラー活動に限局したものか

もしれないが、今後この事業の拡大発展を進める際、ひとつの知見として参考になる部

分もあると思われたので、ここに報告する。
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